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PPP/PFI推進室において公表しているマニュアル等

○内閣府PPP/PFI推進室において公表しているマニュアル等を、活用できる主な事業段階に応じて分類すると以下のとおりとな
る。

○各マニュアルの掲載先URLについては次頁に掲載。

事業発案 事業条件検討 公募・事業化段階 事業者選定後

①PFI事業実施プロセスに関するガイドライン
②PFI事業導入の手引き

③PPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引・PPP/PFI手法導入優先的検討規程運用の手引
④PPP/PFI導入可能性調査簡易化マニュアル

⑤地方公共団体向けサービス購入型PFI事業実施手続簡易化マニュアル
⑥VFM（Value For Money）に関するガイドライン

⑦契約に関するガイドライン
⑧PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン

⑩モニタリングに関するガイドライン
⑪各種事例集等（全７種）

⑫PFI事業における事後評価等マニュアル
⑬PPP/PFI事業民間提案マニュアル

⑨PFI標準契約1（公用施設整備型・サービス購入型版）

⑭地域プラットフォーム設置・運用マニュアル
⑮分野横断型・広域型のPPP/PFI事業導入の手引

⑯公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン
⑰スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン
⑱公共施設の非保有手法に関する基本的な考え方

⑲指標連動方式に関する基本的考え方

事業分野等を問わず
活用できるもの

特定の事業分野・
事業手法の場合にのみ

活用できるもの
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PPP/PFI推進室において公表しているマニュアル等
① PFI事業実施プロセスに関するガイドライン https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/process_guideline.pdf

② PFI事業導入の手引き https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/tebiki_index.html

③ PPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引・PPP/PFI手法導
入優先的検討規程運用の手引

策定の手引
https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/sakuteitebiki/pdf/sakuteitebiki.pdf
運用の手引
https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/unyotebiki/pdf/unyotebiki_01.pdf
運用の手引（事例集）
https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/unyotebiki/pdf/unyotebiki_02.pdf
運用の手引（参考資料）
https://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/unyotebiki/pdf/unyotebiki_03.pdf

④ PPP/PFI導入可能性調査簡易化マニュアル https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/kanika/pdf/dounyuu_kanika.pdf

⑤ 地方公共団体向けサービス購入型PFI事業実施手続簡易化マ
ニュアル

マニュアル
https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/archive/hourei/tsuutatsu/26fy/pdf/tetsudukikanika-manual.pdf
別冊
https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/archive/hourei/tsuutatsu/26fy/pdf/tetsudukikanika-manual-bessatsu.pdf

⑥ VFM（Value For Money）に関するガイドライン https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/vfm_guideline.pdf

⑦ 契約に関するガイドライン https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/keiyaku_guideline.pdf

⑧ PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/risk_guideline.pdf

⑨ PFI標準契約1（公用施設整備型・サービス購入型版） https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/keiyaku1/keiyaku1.html

⑩ モニタリングに関するガイドライン https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/monitoring_guideline.pdf

⑪ 各種事例集等（全７種） https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/jireishuu/jireishuu_index.html

⑫ PFI事業における事後評価等マニュアル https://www8.cao.go.jp/pfi/manual/pdf/manual_jigohyoukato.pdf

⑬ PPP/PFI事業民間提案マニュアル https://www8.cao.go.jp/pfi/manual/pdf/manual_minkanteiansuishin.pdf

⑭ 地域プラットフォーム設置・運用マニュアル https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/platform/pdf/unyo_manual.pdf

⑮ 分野横断型・広域型のPPP/PFI事業導入の手引 手引
https://www8.cao.go.jp/pfi/manual/pdf/donyutebiki.pdf
事例集
https://www8.cao.go.jp/pfi/manual/pdf/donyutebiki_jirei.pdf

⑯ 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドラ
イン

https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/uneiken_guideline.pdf

⑰ スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/stadium-arena/r4_kouhyou.html

⑱ 公共施設の非保有手法に関する基本的な考え方 https://www8.cao.go.jp/pfi/manual/pdf/manual_kokyoshisetsuhihoyu.pdf

⑲ 指標連動方式に関する基本的考え方 https://www8.cao.go.jp/pfi/manual/pdf/manual_shihyorendo.pdf
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PFI事業実施プロセスに関するガイドライン

～～

○PFI事業実施プロセスに関するガイドラインでは、冒頭でPFI事業のプロセスを紹介した上で、各ステップについての基本的考え
方や留意事項等を記載している。

○PFI法や基本方針に定めがあるものについては右欄外に該当箇所を参考として示している。
○PFI事業の実施プロセスや実務上の手続き及びその留意点等について知りたい方におすすめ。
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契約に関するガイドライン

～～

○契約に関するガイドラインでは、先行事例の規定内容などを踏まえ、多くのPFI事業契約において規定が置かれることが想定さ
れる事項ごとに、主たる規定の概要、趣旨、適用法令及び留意点等を解説している。

○国がＰＦＩ法第５条第２項第５号に定める事業契約、直接協定、及び基本協定の締結にかかる検討を行う上での実務
上の指針の一つとして公表しているが、国以外の者が実施するＰＦＩ事業においても参考となりうるものである。
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令和８年度 ＰＰＰ／ＰＦＩ推進に資する支援措置

③ 高度専門家による課題検討支援
公共施設等運営事業（コンセッション事業）、収益型事業、公的不動産利

活用事業、PFI法第６条に基づく民間提案の制度を活用する事業、指標連動方
式（アベイラビリティペイメント方式）による事業、ウォーターPPPによる事
業等の実施を検討している地方公共団体等に対し、法律、会計、税務、金融
等の高度な専門的知識を有する専門家による助言や情報提供等の支援を実施

① 地域プラットフォーム形成・運営支援
地域におけるPPP/PFI案件の形成能力の向上を

図るため、行政、金融機関、企業等の関係者が集
い、ノウハウの習得や情報の交換等を容易にする
場（地域プラットフォーム）の形成に向けた支援
（形成支援型）や、地域プラットフォーム設置後
の運営課題の解決に向けた支援（運営課題解決
型）を実施

地元

企業

その他

大学

研究機関

地方

公共団体
金融機関

PFI推進機構

② 優先的検討規程運用支援
PPP/PFI手法の適用を、従来型手法に優先して検討する「優先的検討規程」

の策定や、規程を運用して具体の事業をPPP/PFI手法にて進捗させる過程の支
援を実施
※支援対象の選定では、（１）～（４）の要件に当てはまる地方公共団体を優位に評価します。
（１）人口20万人未満の地方公共団体
（２）優先的検討規程が未策定の地方公共団体
（３）分野横断型・広域型PPP／PFIを優先的に検討しようとする地方公共団体
（４）今後速やかに庁内でPPP/PFI手法の導入を検討する具体の事業がある地方公共団体

支援①～③の募集期間は令和８年１月８日～２月27日正午。支援期間は令和８年度内を予定。
※本募集は、令和 8年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにす るため、予算成立前に募集の手続を行うものです。したがって、国会における令和 8 年度
予算成立が事業実施の条件となりますので、国会における予算審議の状況によっては、事業内容の変更等があり得ることをあらかじめ御了承く ださい。

地域プラットフォーム形成
支援のほか、
「 PPP/PFI地域プラット
フォームの協定制度」
の活用により、地方公共
団体のPPP/PFI案件形
成に対する支援が可能

※本支援措置における具体的なPPP/PFI案件形成については、いずれの支援措置においても、『導入可能性調査開始前』段階のものが
対象となります。

導入可能性調査 PPP/PFI手続
（PFI法に基づく手続）

事業
実施

基本
構想

事
業
の

段
階

PPP/PFI手法導入の優先的検討

基本
計画

②優先的検討規程運用支援

③高度専門家による課題検討支援

①地域プラットフォーム形成・運営支援地域プラットフォーム

11

掲載先URL：https://www8.cao.go.jp/pfi/shien/r8/r8_index.html



①地域プラットフォーム形成・運営支援令和８年度募集要綱概要

■支援対象
【形成支援型】
地域プラットフォームの継続的・安定的な取組実施を
通じて、多様なPPP/PFI案件の形成を目指す地方公共
団体等

【運営課題解決型】
継続的・安定的な運営に明確な課題があり、本支援を
受ける合意形成が図られている地域プラットフォーム 【地域プラットフォームイメージ】

地元
企業

その他 大学

研究機関

地方
公共団体金融機関

PFI推進機構

■具体的な支援事項（例）
【形成支援型】

○コンサルタントを派遣し、地域プラットフォームの計画・設置から支援終了後の進

め方の検討までを支援

・ 構成員の決定、活動計画策定の支援
・ セミナー等の開催準備、企画立案、運営の支援
・ 支援終了後の継続的な運営体制構築や運営方法について助言 等

【運営課題解決型】
○コンサルタントを派遣し、地域プラットフォームの運営課題の解決策の検討・実
施を支援 
・ 運営課題の解決策の検討に参考となる情報提供や助言
・ 解決策の実施のために必要な関係者との調整、資料作成、セミナー・官民対
話等の運営補助 等

セミナーの開催
（千葉県PPP/PFI 地域プラットフォーム：

令和５年度支援）

オープン型サウンディングの開催
（鹿児島県PPP/PFI地域プラットフォーム：

令和５年度支援）

募集期間：令和８年１月８日～２月27日正午

地域におけるPPP/PFI案件の形成能力の向上を図るため、行政、金融機関、企業等の関係者が集い、
ノウハウの習得や情報の交換等を容易にする場（地域プラットフォーム）の形成に向けた支援や、地域プ
ラットフォーム設置後の運営課題の解決に向けた支援を実施

これまでの支援事例支援内容

概要
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②優先的検討規程運用支援令和８年度募集要綱概要

■支援対象

優先的検討規程を令和８年度末までに策定予定又は策定済みで運用の改善を
図ろうとする地方公共団体
※支援対象の選定では、（１）～（４）の要件に当てはまる地方公共団体を優位に評価します。
（１）人口20万人未満の地方公共団体 （２）優先的検討規程が未策定の地方公共団体
（３）分野横断型・広域型PPP／PFIを優先的に検討しようとする地方公共団体
（４）今後速やかに庁内でPPP/PFI手法の導入を検討する具体の事業がある地方公共団体

■具体的な支援事項（例）

○コンサルタントによる資料提供や助言、内閣府職員やコンサルタントの
地方公共団体への派遣等により、地方公共団体が行う優先的検討規程の策定、
あるいは、対象事業に関する優先的検討規程の運用の初期段階を実際に
事業化することを念頭に支援

・ 優先的検討規程の策定・運用に関する助言
・ 他の地方公共団体が策定した優先的検討規程の優良事例に関する
情報提供

・ 対象事業の類似事例におけるPPP/PFI手法の導入効果や特徴に関する
情報提供

・ 優先的検討規程策定に関する庁内勉強会等におけるPPP/PFIの基礎知識
を始めとした講義対応

・ 対象事業の企画から事業者選定までの手順について、
シナリオ・手順フロー図を作成するために必要な情報の提供 等

庁内勉強会における講義
西条市（愛媛県）
（令和５年度支援）

庁内勉強会における講義
出水市（鹿児島県）
（令和５年度支援）

募集期間：令和８年１月８日～２月27日正午

「優先的検討規程」とは、地方公共団体が公共施設の整備等を行う場合、自ら行う従来型手法に優先
して、PPP/PFI手法の導入を検討することを定める規程
この規程の策定と、規程を運用して具体の事業をPPP/PFI方式で進捗させる過程に対し、職員及び内

閣府が委託して派遣するコンサルタントが助言・指導等して支援

これまでの支援事例支援内容

概要
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③高度専門家による課題検討支援令和８年度募集要綱概要

高度な専門的検討を必要とする、公共施設等運営事業（コンセッション事業）、収益型事業、公的不動
産利活用事業、 PFI法第６条に基づく民間提案の制度を活用する事業、指標連動方式（アベイラビリティ
ペイメント方式）による事業、ウォーターPPPによる事業等の実施を検討している地方公共団体等に対し、
法律、会計、税務、金融等の高度な専門的知識を有する専門家等による助言や情報提供等の支援を実
施

■支援対象
高度な専門的検討を必要とするPPP/PFI事業を実施しようとしている地方公共団体等
（代表例）
・ 公共施設等運営権制度を活用したPFI事業（コンセッション事業）
・ 収益型事業（収益施設の併設・活用等事業収入等で費用を回収する事業）
・ 公的不動産利活用事業
・ PFI法第６条に基づく民間提案の制度を活用する事業
・ 指標連動方式（アベイラビリティペイメント方式）による事業
・ ウォーターPPPによる事業
※支援対象の選定では、今後の展開が期待されるモデル性のある案件を優位に評価します。
※導入可能性調査開始前の検討段階の事業が対象です。

■具体的な支援事項（例）
〇内閣府職員やコンサルタントの地方公共団体への派遣等のほか、支援対象事業を実現する
ために専門的検討が必要な課題について、高度な専門的知識を有する専門家が、参考となる
情報提供や解決法策の検討に対する助言等を実施

 ・ 法令上の制約事項や会計・税務の制度等を踏まえた最適な事業スキームの検討に対する
助言

 ・ 事業採算性の検証の実施に関する助言
（民間事業者ヒアリング、事業収支シミュレーションの実施等） 等

※対象事業の課題に応じた支援を実施します

大阪市
（平成28年度支援）

『大阪中之島美術館』

事業主体：地方独立行政法人 大阪市博物館機構
事業方式：公共施設等運営権（コンセッション）方式

H30.10 実施方針（案）公表
H31.4  機構（地独）設立
R1.6     実施方針公表

特定事業選定
事業者募集開始

R2.4     事業者決定
           実施契約締結
R4.2  開館

出典：大阪中之島美術館公式HP

設置者が「地方独立行政法人」となる場合の事業
スキーム・運営体制について、

高度専門家より法務的な知見を整理

募集期間：令和８年１月８日～２月27日正午

これまでの支援事例支援内容

概要

＜外観＞
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 PPP/PFI事業に取り組む地⽅公共団体等を支援するため、専⾨的知⾒、ノウハウ、経験を持つ
専⾨家を派遣する制度。

 制度運⽤を開始した平成23年度以降、派遣件数は令和６年度末までに延べ585件。
 令和７年度より、内閣府及び国土交通省と協定を結んでいる地域プラットフォーム（以下、
「協定プラットフォーム」という。）事務局からの依頼に応じて派遣できる専門家を拡充。

PPP/PFI専門家派遣制度の概要

内閣府
PPP/PFI推進室

専門家団体

①申込み

③派遣 ②依頼

地方公共団体等

専門家

【制度の概要】

（PPP/PFI事業に係る依頼内容の例）
・制度概要、事例紹介、事業推進方法等に関する講演
・事業の案件形成、庁内推進体制の構築や検討ルールの整備、予算対応、議会対応、庁内合意形成に関する相談
・金融、ファイナンスに関する相談

   ・地域プラットフォームの形成・運用、優先的検討規程の策定・運用に関する相談
・首長、地方議会の理解促進等を図る取組に関する相談
・民間提案制度に係る受け入れ体制構築・インセンティブ付与方法・審査方法に関する相談

（地方公共団体等職員）
民間実務専門家※

建設コンサル
タンツ協会

PFI/PPP推
進協議会

日本PFI・
PPP協会

（コンサルタント、
事業会社等の職員）

学識専門家※
（学識経験者）

※協定プラットフォームからの
応募に対して派遣が可能

行政実務専門家 民間資金等
活用事業推進

機構

○ 地方公共団体等からの依頼内容に応じて適切な専門家を選定し、１回につき半日程度で派遣（内容に応じ
て複数回の派遣も可能） 。

○ 通年で申込を受付けており、派遣費用（旅費、謝金）は内閣府が負担。
○ 専門家の派遣は、行政実務専門家（地方公共団体等職員）、専門家団体（コンサルタント等）、民間資金
等活用事業推進機構の中から選択が可能。協定プラットフォームからの応募の場合、民間実務専門家名簿
又は学識専門家名簿に記載された専門家からの選択も可能。

○ 専門家は、専門的な立場から、講演、事業手法に関する助言等を実施。
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○内閣府および関係省庁では地方公共団体等におけるPPP/PFIの導入と案件形成を促進するため各種支援事業を実施
している。各府省庁の支援事業周知を目的として、支援概要を横断的に把握可能な「国による支援事業リスト」を公表。

（※各支援事業により、通年または特定の時期の実施、今年度当初予算では計上されていないなどがある。）

国による支援事業の公表（令和７年６月）

https://www8.cao.go.jp/pfi/shien/shien_index.html

データ項目（例）
・支援対象
・支援対象とする事業段階
・支援内容（概要、補助率等）
・問合せ先 等
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PPP/PFI事業の実務に関するご質問、お問合せに内閣府PPP/PFI推進室が対応します
連絡先：内閣府PPP/PFI推進室

受付フォームはこちら⇒<https://form.cao.go.jp/pfi/opinion-0028.html>
※電話によるお問合せも可能です。 03-6257-1655 （直通）

○問い合わせいただいている主な質問の例
１．PPP/PFI全般
・コンセッションについて教えてほしい。
・○○（例：学校空調整備）を検討しているがPPP/PFIの類似事例を教えてほしい。

２．PFI法関連解釈
・地方自治法に基づく債務負担行為の設定はいつまでに議決をとれば良いのか。
・○○（例：温泉施設）はPFI法２条の公共施設等に該当するか。

３．PPP/PFI支援措置
・PFI事業は補助金の対象になるのか。
・PPP/PFI専門家派遣支援を受けられないか。

４．PPP/PFI優先的検討規程
・優先的検討規程の事業費基準はどのように解釈するのか。
・簡易な検討で用いるVFM算出シートの使い方を教えてほしい。

必要に応じて、行政、金融、法律、会
計、コンサルタント等各分野の専門家
及び関係省庁の意見も確認します

● ワンストップ窓口制度
・地方公共団体、PPP/PFI事業を実施し、もしくは実施し
ようとする民間事業者は、内閣総理大臣に対し、規制適
用の有無、支援措置適用の有無について、書面にて確認
を求めることができるようになりました。

・内閣総理大臣はお問い合わせに対し、必要に応じて関係
行政機関の長に確認の上、書面にて回答します。

内閣
総理
大臣

支援措置の内容、
規制の確認

回答

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等

民
間
事
業
者

関
係
行
政
機
関
の
長

照会

回答

PPP/PFIに関するお問合せについて
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〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1 
中央合同庁舎中央合同庁舎第8号館14階

TEL：03-6257-1655
FAX：03-3581-9682
URL：http://www8.cao.go.jp/pfi/

内閣府 民間資金等活用事業推進室 （PPP/PFI推進室）

ご清聴ありがとうございました。


